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結　線

結線図

 入力信号による弁の動作

閉弁(Cポート閉弁)します。

抵抗入力(70) 電流入力(71)
電圧入力(72)

（１～５Ｖ）

135Ω,4mA,1V,0Vの時、
（０～１０Ｖ）
電圧入力(73)

AC24V

0～135Ω

電源

入
力

①（青）ＣＯＭ．

②（茶）

③（黒）

④（赤） AC24V
電源

入
力

①（青）ＣＯＭ．

②（茶）

③（黒）

④（赤）

4～20mA

AC24V
電源

入
力

①（青）ＣＯＭ．

②（茶）

③（黒）

④（赤） AC24V
電源

入
力

①（青）ＣＯＭ．

②（茶）

③（黒）

④（赤）

1～5V 0～10V

(注1）※※※※はバルブサイズを示します。
(注2）* は入力信号末尾の、0,1,2,3 を示します。

表2

  MJV-※※※※G7*, MJV-H※※※※G7*，MJV-M※※※※G7*，MJV-※※※※FL7* タイプ

保守と点検

保　守

６ヶ月に1回くらいの頻度で弁外部への流体の漏れの有無とアクチュエータの動作を目視点検してください。

（以下の対策を講じても異常現象が解消しない場合、当社にご相談ください。）

点検箇所異常現象

・バルブとバルブ継手部からの

漏れ。

・弁の動作がスムーズではない。

又は、Ｏリングの緩み。

バルブとバルブ継手部のパッキン、

配管の芯ズレ。

電源／入力信号の印加信号状態。
　（入力信号の極性の違い。）

処　　置

バルブ継手部の増締め。

配管のやり直し。

電源，極性の確認。
　調節器の確認。

・動かない。

・途中でとまる。

・全閉時に漏れがある。

・異常な騒音、振動がある。

配線の状態／断線。

一次側の圧力状態。

差圧状態。

配線の確認。

全閉にする。

設計条件を修正する。

手動操作軸の全閉状態。

点　検

点検項目 点検方法

・異常な騒音，振動がないか。

点検周期

外観チェック ６ヶ月

６ヶ月

随時

運転状態

日常点検

・弁本体，アクチュエータの損傷のチェック。

・ボルト類の緩み。

・グランド部，ボディ部からの漏れのチェック。

・弁の開閉がスムーズに行われているか。

・外部漏れの発生がないか。

・異常な騒音，振動がないか。

・弁の開閉がスムーズに行われているか。

・配管後、長期間の休止状態になる時は、１ヶ月に１回程度本製品を開閉させてください。

そのとき、表3におけるトラブルが生じていた場合、それぞれの処理方法に準じて処理してください。

表3　異常現象と処置

表4に従って点検を行ってください。

表4　点検項目と方法

結線方法
(1) 結線は、電気設備技術基準に従って行ってください。

(2) 結線は、電源がAC24V±10%であることを確認し、行ってください。

このとき、本弁の近辺にジョイントボックスを使用してください。

(3) 結線は、前項の結線図に基づき結線してください。

  (注）本製品は、電源入力部と入力信号部が電気的に絶縁されておりません。入力信号間が電気的に絶縁されていない

場合には製品1台に対し、1台の電源トランスを接続してください。

なお、複数台の接続を行う場合は、トランスの極性を合わせてください。また、弊社製SJV形及び同等のOEM品

とのトランス共有は、ショート回路形成の原因になる場合がありますので、避けてください。
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サギノミヤ製品ご購入のお客様へ 

     免責事項に関わるご承諾について 

 平素は当社製品をご愛用いただき誠にありがとうございます。 

さて、当社製品をご使用いただく際は、見積書、契約書、カタログ、仕様書などに免責に関わる文言の記載がない場合、 

本書面により、次の通りとさせていただきます。 
 

●作動確認 

本製品をご使用になるお客様（以下、「お客様」といいます。）は、ご使用の際、本製品を正しく取り付け後、必ず試運転を 

実施し 全システムが完全に機能することを確認してください。 
本製品の不適切な取り付けにより、結果としてお客様の機械・装置において、人身事故、火災事故、多大な損害の発生などを 
生じさせないよう、フェールセーフ設計 1)、延焼対策設計による安全設計を行い必要な安全の作り込みを行っていただくと共に、 
フォールトトレランス 2)などにより要求される信頼性にも必ず適合できる状態に正しくご調整くださいますようお願い 
いたします。 

注 1) フェールセーフ設計：機械が故障しても安全なように設計する。 

注 2) フォールトトレランス：冗長性技術を利用する。 
 
本製品の定期的な検査 

最低 年 1 回は作動の確認を必ず実施し、その記録を残してください。 
 
お客様がこれらを怠ったことにより、お客様に損害が発生した場合、当社はあらゆる損害賠償責任から免責されるものと 

いたします。ただし、お客様に生じた損害が 本製品の製造過程における瑕疵による場合はこの限りではありません。 
 

●使用上の制限 

本製品は、生命にかかわるような状況下で使用される機器又はシステムに用いることを目的として設計・製造されたもの 

ではなく、冷暖房及び冷凍空調装置用又は各種産業装置用に用いることを目的（以下、「本目的」といいます。）として 

設計・製造されたものです。 

従いまして、下記 1)～3)に関する分野における本製品の使用は一切予定しておりません。これらの分野について本製品を 

使用され、それにより損害が発生した場合でも、当社はあらゆる損害賠償責任から免責されるものといたします。 
 
1) 原子力・放射線関連 

2）宇宙・海底機器関連 

3) 装置・機器の故障及び動作不良が、直接又は間接を問わず、生命、身体、財産などへ重大な損害を及ぼすことが 

通常予想されるような極めて高い信頼性を要求される機器 
 

なお、上記 1)、2)に関する装置、分野であっても、本目的に沿う用途で使用される場合に限り、及び、下記 4）～10）に 

関する分野に使用される場合は、当社営業担当窓口へ必ずご連絡のうえ書面による同意を得ていただきますようお願い 

いたします。 

万が一、当社営業担当窓口へのご連絡及び同意なくこれらの分野に本製品が使用され、それにより損害が発生した場合は、 

当社はあらゆる損害賠償責任から免責されるものといたします。 
 
4) 可燃性及び/又は毒性冷媒を使用する冷暖房及び冷凍空調装置、又は可燃性及び/又は毒性流体を使用する各種 

  産業装置 

5) 輸送機器（鉄道・航空・船舶・車両設備など） 

6) 防災・防犯機器 

7) 医療機器、燃焼機器、電熱機器、娯楽設備、課金に直接関わる設備／用途 

8) 電気、ガス、水道などの供給システム、大規模通信システム、交通・航空管制システムで高い信頼性が必要な設備 

9) 官公庁 若しくは各業界の規制に従う設備 

10) その他、上記 4)～9)に準ずる高度な信頼性、安全性が必要な機械・装置 
 

使用条件・使用環境にも影響されますが、仕様書や取扱説明書に使用期間の記載がない場合は５年～１０年を目安に製品の 

お取替えをお願いいたします。 
 

●保証範囲 

本製品を使用したお客様の製品に故障が生じ、その原因が本製品の瑕疵による場合、お客様への納入後１年以内に限り、納入 

した本製品の代替品の提供または修理品の提供を無償で行わせていただきます。ただし、お客様の製品の故障により生じた 

損害のうち、当社が負担する割合は、納入した本製品の価格を上限とさせていただきます。また、お客様の製品の故障が下記 

事由に基づく場合は、当社はあらゆる損害賠償責任から免責されるものといたします。 
 

1) お客様による本製品の不適当な取扱いならびにご使用の場合。 

（カタログ、仕様書、取扱説明書などに記載されている条件、環境、注意事項などの不遵守） 

2) 故障の原因が、本製品以外の事由の場合。 

3) 当社もしくは当社が委託した者以外の改造または修理による場合。 

4)「使用上の制限」に反し本製品が使用された場合。 

5) 当社出荷当時の科学・技術水準では予見不可能であった場合。 

6) その他、天災、災害、第三者による行為などで当社側の責にあらざる場合。 
 

なお、インターネットオークションなどで本製品を購入された場合、上記の保証は一切受けられませんのでご注意ください。 
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